
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と  き：令和６年 10月 9日（水） 

ところ：水道部庁舎 ３階会議室 

 

令和６年度 第３回 

 沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会 

会議録 
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定刻となりましたので、令和６年度第３回沼津市水道事業及び下水道事業経営

審議会を開催します。 

 

それでは、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 

本日は、委員の内、岩崎委員、渋谷委員、工藤委員、長澤委員、渡邉委員の５

名が欠席しておりますが、委員総数の２分の１以上ご出席いただいておりますので、

沼津市水道事業及び下水道事業経営審議会条例第６条第２項の開催要件を満た

していることをご報告します。 

それではここからの進行は松井会長にお願いします。 

 

議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。 

議事録署名人として前回から引き続き五十音順に、小林委員と庄司委員にお願

いします。 

 

それでは議事に入ります。 

議事 1、沼津市下水道ビジョン 2025-2034 の策定について、事務局から説明を

お願いします。 

 

《沼津市下水道ビジョン 2025-2034の『第１章ビジョンの概要』、『第２章下水道の

仕組み』について説明》 

 

ありがとうございました。 

事務局から説明がありましたが、何かご質問等はございますでしょうか。 

 

３点質問します。 

１点目、下水道普及率と汚水処理人口普及率について、農業集落排水はどちら

に入っているのかを教えください。 

２点目、7 ページの下水道処理の仕組みのところで沈殿の文字が『殿』と『澱』が混

在しているので統一した方がよいと思います。 

３点目、8 ページの SDGs の関係で、下水道は公衆衛生にも関係しているので、 

代表的なものとして、7、9、12 も関係していると思います。 

 

以上３点ですが回答をお願いします。 

 

１点目について、下水道普及率についてはコミュニティプラント等を含め 62.9％と

なっていますが、農業集落排水は沼津市にはありません。一方、漁業集落排水があ

るためこちらは含んでいます。実際の下水道だけの普及率は 62.8％ですが沼津市で

は、議会等に説明する場合、下水道普及率をコミュニティプラント等を含めて 62.9％

に統一しているので、ビジョンにおいても統一することを考えています。 

２点目については文字を統一します。 

３点目については、主なものということで選びましたが、多岐にわたって関連するメ

ニューもありますので、ご指摘のとおり追加して記載します。 

 

それでは質問もありませんので次の議事に入ります。 

続きまして、第３章沼津市の下水道について事務局から説明をお願いします。 
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《沼津市下水道ビジョン 2025-2034の『第３章沼津市の下水道』について説明》 

 

 

ありがとうございました。 

事務局から説明がありましたが、この議事について何かご質問等はございますでし

ょうか。 

 

それでは質問もありませんので、次の議事に入ります。 

続きまして、第４章施策の方向性と取り組みのうち、基本方針１下水道整備の促

進について説明をお願いします。 

 

《第４章の内、基本方針１「下水道整備の促進」について説明》 

 

 

ありがとうございました。 

事務局から説明がありましたが、この議事について何かご質問等はございますでし

ょうか。 

 

30 ページ以降、ページデザインの色が変わりますが、何か理由があるのでしょう

か。 

 

29 ページで示している基本方針の説明ページごとに色分けしており、基本方針１

は赤、基本方針２はオレンジ、基本方針３は青、基本方針４は緑というように分けてい

ます。 

 

それでは質問もありませんので、次の議事に入ります。 

続きまして、第４章施策の方向性と取り組みのうち、基本方針２安全・安心な暮ら

しの実現について説明をお願いします。 

 

《第４章の内、基本方針２「安全・安心な暮らしの実現」についての説明》 

 

 

それでは質問もありませんので、次の議事に入ります。 

続きまして、第４章施策の方向性と取り組みのうち、基本方針３下水道施設の適

切な管理について説明をお願いします。 

 

《第４章の内、基本方針３「下水道施設の適切な管理」についての説明》 

 

 

それでは質問もありませんので、次の議事に入ります。 

続きまして、第４章施策の方向性と取り組みのうち、基本方針４持続可能な経営

の実現について説明をお願いします。 

 

《第４章の内、基本方針４「持続可能な経営の実現」についての説明》 

 

 

ビジョンについての説明はここまでとなります。 

総括的なことの質問も含めて何かご質問等はございますでしょうか。 
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補足説明として、第２回経営審議会で施策 4-4『窓口サービスの充実』において、

委員の方から窓口対応のみならず、職員の説明力の向上という意味では技術継承

などもあるのではとの意見がありました。これを踏まえて、職員の技術・知識の研修を

することがお客様サービスの充実に繋がることになると考え、施策４-４について『窓口

サービスの充実』から『お客様サービスの充実』に修正しました。 

 

43ページの写真説明の新任職員研修とは、市の新任職員でしょうか。 

 

水道部に異動してきた新任職員の研修になります。 

 

 

上下水道は市にとって重要な事業であり、他市では上下水道に関わっていない職

員に対してもこのような施設見学会を実施しているところもあるようなので、可能なら

水道部以外の職員にも見学会を実施してもよいかもしれません。 

 

40 ページの下水道使用料収納率は 97.7％以上とは、現在収納できている世帯

が減収し、分母が減ることを踏まえた上で、現状より良くなるということでしょうか。 

 

これまで行っていなかった滞納処分を導入し、更なる収納率を目指すことを含め、

97.7％以上に設定しています。 

 

40ページの下水道使用料収納率の向上で、97.7％が令和 12年から令和 16年

まで変わっていないのですが改善の余地はないのでしょうか。 

 

まずは 97.7％を目指し、10年計画の前期 5年間での状況を踏まえて設定し直す

ことも考慮に入れ設定しています。 

 

滞納処分などを導入するのなら、目標値が上っていってもよいのではないかと思い

ます。 

 

目標数値の文章の上に、「滞納処分の導入や臨戸徴収の実施」と書いてあるの

で、このままでは下水道使用料収納率が下がる懸念があるものの、新たに滞納処分

や臨戸徴収を実施することで収納率の維持向上を図るなどを記載すれば、理解して

もらえると思いますので検討してください。 

 

それでは質問もありませんので、次の議事に入ります。 

議事２ 沼津市下水道事業経営戦略の改定について、事務局から説明をお願い

します。 

 

《沼津市下水道事業経営戦略 2025-2034(案)についての説明》 

 

 

今後 10 年間の投資財政計画ということもあり、期間中、特に下水道使用料の見

直し等の必要があることも踏まえて作成するということです。 

何かご質問等はございますでしょうか。 
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委員の皆様からビジョン、経営戦略について質問、訂正等ありましたが、今後の 

経営審議会の進行について事務局から説明をお願いします。 

 

今後の予定ですが、今回皆様から頂いた意見と、本日欠席されている委員の方か

らの意見も確認して、それらの意見を踏まえて下水道ビジョン及び下水道事業経営

戦略を事務局の方でまとめた上、最終案を皆様に送付いたします。 

 

事務局から説明がありましたとおり、内容につきましては軽微な修正等で、本日の

欠席委員の皆様からも意見を聴取した上、最終的な案を事務局で作成後、配布し

ていただき、大きな修正がなければ会議としての審議は行わず、そのまま新ビジョン、

経営戦略の最終案となるということですね。 

 

最終案については、今後市議会に報告した後、パブリックコメントを実施いたしま

す。 

パブリックコメントについては 12 月末から１月にかけて行い、その意見を反映させ、

最終的には３月末での策定を予定しております。 

 

審議会としての案は、説明がありましたとおり細かい点の修正等を加え、皆様にお

諮りした上で、最終的な審議会からのビジョン、経営戦略の案を議会に報告していた

だきます。 

 

以上で本日の審議は終了したいと思います。 

 

次第３のその他になります。 

皆様の経営審議会委員としての任期は 11月 28日までとなっております。 

今年度は本日が最後の経営審議会になります。今年度、交代される委員の方に

おかれましては２年間ありがとうございました。 

また引き続き委員となられる予定の方につきましては、改めてよろしくお願いしま

す。今後引き続き委員となられる方につきましては、事務局から委員就任に対する

承諾書の提出依頼などの手続きを進めてまいりますのでご協力をお願いします。 

 

事務連絡は以上です。 

本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 


